
謹啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記項目につきまして、検査の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

謹白

受託開始日　2025年4月1日（火） ご依頼分より

2024年12月18日付で厚生労働省健康・生活衛生局長より「公衆浴場における水質基準等に関する

指針の一部改正について」が通知されました。この通知により、「下水の水質の検定方法等に関する省令

及び下水の処理開始の公示事項等に関する省令の一部を改正する省令（令和6年国土交通省・環境省令

第1号）による下水の水質の検定方法等に関する省令（昭和37年厚生省・建設省令第1号）」の一部

改正が令和7年4月1日に施行されることを踏まえ、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が

改正され、同日より適用にされることとなりました。

これに伴い、浴槽水の水質基準及びその検査方法を、これまでの大腸菌群から大腸菌へ変更し、公示の

検定方法（特定酵素基質寒天培地による大腸菌数の測定）を用いた、浴槽水材料による大腸菌検査の

依頼コードを新設しましたのでご案内申し上げます。

●当該検査の受託開始に伴い、現行の大腸菌群浴槽水（依頼コードNo.03343）は、2025年3月

31日（月）ご依頼分をもって検査の受託を中止させていただきます。

　また、併せて浴槽水セット（依頼コードNo.09245）内に含まれている依頼コードNo.03343も

当該検査に変更となります。

項 目 名

新 規 受 託 項 目

No.2025-13   Date 2025.3.

裏面に続きます

● 大腸菌-浴槽水 （依頼コード No.14189）

【浴槽水検査】
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受託要領
新規受託項目 ご参考：現行項目

依 頼 コ ー ド No. 14189 03343

検 査 項 目 名 大腸菌-浴槽水 大腸菌群浴槽水

検 体 必 要 量 浴槽水 10mL以上 同左

容 器
水質検査（細菌検査用［ハイポ入り］）

100ｍL以上、200ｍL以上
同左

検 体 の 保 存 方 法 冷蔵 同左

所 要 日 数 3～6 同左

検 査 培 地 特定酵素基質寒天培地 デソキシコーレイト寒天培地

基 準 値 1以下 同左

単 位 個/mL 同左

報 告 範 囲 0～200以上 0～1000以上

測 定 場 所 株式会社BMLフード･サイエンス 同左

備 考
塩素滅菌剤が混入している水において
は、ハイポ入り(塩素中和剤)滅菌済採
水瓶をご使用ください。

同左

報告書の更新箇所

新報告書（一部抜粋）

水 質 検 査 報 告 書

検 体 種 類
採 取 場 所
受 付 番 号

採 取 日

受 付 日
検 査 日
報 告 日

建築物飲料水水質検査業 川越市 水第 号
第 号厚生労働大臣登録機関

年 月 日
年 月 日

～ 年 月 日
年 月 日

年 月 日
採取時間 時 分

※感度未満：定量下限値未満、定量下限値及 食品衛生法基準値 裏面 参照
（注 ）： ー 水 以下、浴槽水設定無
（注 ）： ー 水 以下
（注 ）：浴槽水 以下
（注 ）： ー 水 以下、原水・原湯・上 用湯・上 用水 以下、浴槽水 以下

様

検 査 項 目 測定結果 単位 基 準 値

〒 埼玉県川越市的場
ＴＥＬ ＦＡＸ

検 査 項 目 測定結果 単位 基 準 値
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判 定

基 準 値

検 査 方 法

備 考

上記 水質検査項目 結果 、水道法 水質基準 〔 〕 。

水質検査監督者

水質基準 関 省令（平成 年 月 日厚生労働省令第 号）
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水質基準 関 省令 規程 基 厚生労働大臣 定 方法（平成 年 月 日厚生労働省告示第 号）に する の に づき が める による15 22 261７

様式№ 版 （ ）40805-50 02 14.04 10,000 PF

び は をご ください
プ ル し
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プ ル り り

１
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様式№40805-50 版02  14.12 10,000(PF)様式№40805-50 版03  15.04 10,000(PF)様式№40805-50 版11  25.04 10,000(PF)

水質検査部門管理者
　BML検査本部長　　柴田　健治 柴

田

川越市6水第5－61号

大 腸 菌 － 原 湯 等

大 腸 菌 ( 浴 槽 水 )

大 腸 菌 － 原 湯 等（海水含）
検出されないこと

検出されないこと

上がり用湯・上がり用水10以下、浴槽水25以下

プール水、原水、原湯、上がり用湯、
上がり用水、食品衛生法飲料水

水道法第20条登録水質検査機関

…更新箇所
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